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令和3年2月4日判決言渡 同日原本領収

令和2年㈲第2 9 5 6号慰謝料請求控訴事件(原審・前橋地方裁判所平成3 0年(功第

357号)

口頭弁論終結日 令和2年11月1’9日

判

群馬県利根郡みなかみ町上牧3 1・5 8∵ 1

控 訴 人

東京都千代田区霞が関1丁目1番1号

被 控’訴 人

同代表者法務大臣
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1本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理 百

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人は,控訴人に対し, 10万円を支払え。

第.2 事案の概要’

1本件は,控訴人が,前橋地方法務局沼田支、局(以下「沼田支局」という。 )の

●職員等の違法な行為により損害を被ったと主張して, ①憲法1 7条及び国家賠

償法1条l項, ②国家賠償法4条,民法709条, 710条, 715条, ③民法
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70 9条, 7 1 0条, 7 1 5条の類推適用のいずれかに基づき,被控訴人に対し,

損害の総額1 00兆円の-部である1 0万円の支払を求める事案である。 、

原審は控訴人の請求を棄却し,控訴人が控訴したp

2 当事者の主張は,次項に当番における控訴人の補充主張を付加するほかは,原

判決の「事実及び理由」第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。た

だし,原判決4頁6行目の「富岡委員」を「富岡係員」と改める。 -

3 当審における控訴人の補充主張

別紙「控訴状兼控訴理由書」記載のとおりである。 \

第3 当裁判所の判断

1当裁判所も,控訴人の本件請求は理由がないと判断する。その理由は,次のと

おり補正し,次項に当審における控訴人の補充主張に対する判断を付加するほ

かは,原判決の「事実及び理由」第3に詫載のとおりであるから,これを引用す

る。

(原判決の補正)

(1)原判決4頁21行目の「1」を次のとおり改める。

「1、認定事実

争いのない事実,証拠(甲1ないし8 (枝番を含む。 ) )及び弁論の全趣旨

によれば,以下の事実が認められる。.

(1)控訴人の申告に係る人権侵犯の内容は, 「包囲網」が,その威力を示すた

めに,控訴人に対し,叔母の殺害,猟銃による狙撃不法な住居侵入及び不

当な強制執行などの犯罪行為や人権侵害行為並びにこれらに対する控訴人

の訴えを国家機関が無視し続けることなどの違法行為を行っているという

ものであり,この「包囲網」とは, 「男なら女からのSEX要求に応えるの

が当然だ」という偏見に基づき,この要求に応えなかった控訴人に対し,一

貫して差別及び迫害を続け,国家機関を含む公的機関の職権を濫用して脅

迫及び隠蔽を続ける氏名不詳者らの集団というものである。
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(2)控訴人と沼田支局及び人権擁護課の職員及び人権擁護委員とのやり取り

は,以下のとおりである。

ア 控訴人は,平成29年1月3 1日,相談書面を持参して沼田支局を訪れ,

石坂委員に対し,上記(1)の内容を訴える人権相談をした。これに対し,石

坂委員は,法務局の担当者と検討の上回答する旨返答した。

イ 控訴人は,同年2月1 0日,沼田支局を訪れた。対応した沼田支局の原

田係長は,控訴人の相談内容から,人権擁護機関は捜査機関ではないから

調査に強制力はない旨返答し,他の機関に行くよう返答した。

ウ 控訴人は,同年5月1日,沼田支局の担当者に電話をかけたところ,同

担当者は,警視庁の件は発生場所が東京都であるから,当支局の管轄外で

ある旨を返答した。

エ
控訴人は,平成30年1月18日,福田支局長に対し,沼田郵便局の郵

便配達員が控訴人名義の配達証の受取サインを偽造した旨などを訴えた

ところ・福田支局長は,証拠がないこ・とから侵犯事実を確認することがで

きないとして,人権侵犯の申告としては取り扱わなかった。

オ 控訴人は,同月1 9日,沼田支局に電話をかけ,同月18日の人権侵犯

の申告を受理するよう述べたところ,福田支局長は,侵犯事実を確認する

ことができないとしてこれを拒否した。

カ 控訴人は,同月2 3日,人権擁護課を訪れ,石巻係長及び戸所委員に対

し,上記(1)の内容の人権侵害を訴えたが,石巻係長及び戸所委員は,人権

侵害の存在を認定することができない盲返答した。

キ 控訴人は同年2月19日,人権擁護課を訪れ,富岡係員に対し,上記

(l)の内容の人権侵害を受けているので調査するよう申し出たところ,富

岡係員は,侵害行為の態様などが不明確である旨回答してこの申し出を

受け付けなかった。

ク 控訴人は,同年1 0月3 1日,人権擁護課に電話をかけ,警察の犯罪で
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あるから人権侵犯の申告を受理すべきであるなどと述べたが,同課の担

当者はこれに応じなかった。

2 控訴人は,沼田支局及び人権擁護課の職員は,虚偽の理由や詭弁や欺岡を多

用して,控訴人の抗議も無視して,合理的根拠も示さずに,控訴人の人権侵犯

被害の申告ないし調査を求める申し出を不当に受付拒否したことが違法であ

り,被控訴人は国家賠償法1条1項に基づく責任を負うと主張する。

3」

(2),同5頁3行目の「2」を「4」と改める。

(3上岡頁1 8行目冒頭から同6頁1行目末尾までを次のとおり改める。

「5 控訴人の申告に係る人権侵犯の内容は,前記認定事実(1)のとおりであるが,

本件全証拠によっても,控訴人に対して, 「包囲網」なる氏名不詳者の集団が,

叔母の殺害,猟銃による狙撃,不法な住居侵入,不当な強制執行等の違法行為

を行っているとの事実を認めるに足りない。したがって,前記認定事典1)のよ

うな内容の人権侵犯被害の申告ないし調査の申し出を受けた沼田支局及び人

権擁護課の職員において,前記認定事実(2)のとおりの対応をし,人権侵犯の申

告を受理せず,調査の申し出に応じなかったとしても,そのことをもって,上

記職員が人権侵犯被害の申年ないし調査の申し出をした者に対して負う職務

上の法的義務に違反したとは認め到こ足りない。 」

(4)同6貢2行目の「以上のような観点から」を「なお, 」と,同頁4行目の「検

討する、と」を「検討しても」とそれぞれ改める。

(5)同6頁9行目一冒頭から同頁1 7行目末尾までを削る。

(6)同6頁18行目の「4」を「6」と改め,同頁19行目の「ついても」の次

に「,沼田支局及び人権擁護課の職員の行為に関し,控訴人の権利利益を違法

に侵害する行為があったとは認められず, 」を加え,同頁2 1行目冒頭から末

尾までを削る。

2 当審における控訴人の補充主張について

東 京 高 等 裁 判 所

4



(l)控訴人は,福田支局長が,平成30年5月1日,控訴人との電話の中で, ①

「東京の案件はですね,管轄が東京の法務局になります。 」と説明したことが

管轄について虚偽の説明をしたものであり, ② 「人権侵害が(中略) 1年以内

の侵犯案件なんですよ,うちのほうが調査できるのは」と説明したことが説明

として不十分であると主張する。

・しかし,控訴人による人権侵犯の申告ないし調査の申し出について,申告を

受理せず又は調査の申し出に応じなかったとしても,そのことをもって,沼田

支局の職員が控訴人に対して負う職務上の法的義務に違反したとは認められ

ないこと,控訴人と沼田支局及び人権擁護課の職員とのやり取りの内容を検

討しても,上記職員の行為に関し,控訴人の権利利益を違法に侵害する行為が

あったとは認められないこと・は,前記1説示のとお・りである。控訴人の指摘す

る福田支局長の説明について,不正確又は不十分な点があったとしても,前示

の判断を左右するとはいえないo控訴人の主張は採用することができない。

(2)控訴人は,福田支局長が,控訴人に対し「脅迫を受けて,どういう侵,被害

を受けましたか」と説明したことが違法である旨主張する。

しかし,福’田支局長が被害の有無を確認しようとしたことをもって,控訴人

に対して負う職務上の法的義務に違反したとは認められない。控訴人の主張

は採用することができない。

(3)控訴人は, ①福田支局長,原田係長,石巻係長及び戸所委員が,合計2回,

控訴人の人権侵犯の相談を途中で打ち切ったことが違法である盲, ②福田支

局長が,平成30年1月1 8日,控訴人に対し「だって私たちが信じないと調

査に入れないもん,そうだよね。 」と述べた事実が,侮辱と威力脅迫と犯人隠

避の教唆であって違法である旨, ③戸所委員が「受ける方もそれなりの感情が・

出てきちやうんですよ,そら,人間だから」と述べて受付拒否をするなど,上

語の4名及び富岡係員は,虚偽や詭弁を重ねて控訴人の人権侵犯被害の申告

を, 2度にわたり受付拒否したことが違法である旨主張する。
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しかし,控訴人による人権侵犯の申告ないし調査の申し出について,申告を

受理せず又は調査の申し出に応じなかったとしても,そのことをもって;沼田

支局及び人権擁護課の職員が控訴人に対して負う職務上の法的義務に違反し

たとは認.められなIいこと,控訴人と沼田支局及び人権擁護課の職員とのやり

取りの内容を検討しても;上記職員の行為に関し,控訴人の権利利益を違法に

侵害する行為があったとは認められないことは,前記1説示のとおりである。

控訴人の主張は採用することができない。

3 結論

・以上によれば,控訴人の本件請求を棄却した原判決は相当であって,本件控訴

は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第1 4民事部

裁判長裁判官

裁判官塚原 劇
裁判官関述之は,転補につき,署名押印することができない

裁判長裁判官

東 京 高 等 裁 判 所
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控訴状兼控訴理由書

二号二羞塞乳と遍噴き

(申令和’2年6月29甘

第l画弁静陳述今卓

諾(送達豊謙語課業読書器77 F藍72警
被控訴人(被告)

住所(送達場所) 〒100-0013東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番1号
国 同代表者 法務大臣 森まさこ/

慰謝料請求控訴事件 訴訟物の価額10万円輩蓮華錮
第1原判決の表示

主文

1原告の請求をいずれも棄却する。 -
2
訴訟費用は原告の負担とする。 .

第2 控訴の趣旨

工 原判決を取り消す。
2

被壁訴人卑控訴人に対し言0万円を支払え∴
3

訴訟費周は,第一審,第二審とも被控訴人の負担とする。
′

第3 控訴の理由

1虚偽表示(公序良俗違反)無効
藍璽雲璽□

原判決は, 「以上によれば国家賠償法1条1項に基づく原告の請求は理由がなく、その余

の請求(根拠法令については、別紙訴状工の第2の部分参照)にっいても理由がないことは明

らかであるoよって、原告の請求をげれも棄却することとし、主文のとおり判決する。 」と判示しています。

しかしながら

つまり後述の通り、

だしい

題症で迦_ 、蓋遊通哩瞳であり 職権濫刷こよる宴強迫亘韮韮艶

∴
二
-
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であり、基盤堕塑亜盤重出羞避玉造条通侵室であり、

同時にこれは、犯罪(犯人隠避罪、脅迫罪、公務員職権濫周罪)です。

2以上のとおり,原判決は誤った認定に基づくものであるから,取り消されるべきです。

第4 控訴の理由の説明 以下の通り、総じて

何よりも、哩塩だということです。
実質的理由が無いこと(実質的無視ないし実質的判定洩れ)

私の訴え(令和2年2月12日付の原告の準備書面(1)の、土地_蝿。
ですから、私の訴えに目を通したという証拠すら有りません。

理由も無く判断できるはずが無いので論理則違反であり、

また、前橋抱方法務局の対応は後述の通
り、職務上の故意または過失であり、道理事績を

や主軸の侵害であり、壷塑萱韮轟蓬昼です。“ ‾‾ ‥ ’‾ ‾

‾」‾“〕」/-′ィ、二二亡′ノへ-臆臆臆主音臆 フ o

蓋三三諾謎藍要撃雌
第5 原判決の鞍癖の指示

何よりも、呈哩だということです。土壁畢生鞄坦
こうした当り前のことを実質的に鍾したことは、豊臣盃鐙ないし実質的な判定麹です。

●反論職務上の法的義務に違反したとは言えない旨(判決書4頁)

であり、羞迎ですから、職

竃蒜等董警護監護遺墨整蓋蓋蓋等
●反論人権擁護機関の手には負えない内容である旨(判決書5頁)

務上の忠臣壁謹王達(国家公務員法

土盤馳堅唾醒)
理由になり得ず、まさに公序良俗の偽装

「法務局で取り扱うことが適当でなく、その範囲を超えている」旨

これは脅迫の為の殺人(A事件)や猟銃による脅迫事件(B事件)や郵便局員脅迫事件(C事件)/7ヽ
>- し ゼ・、十と口 裏.臆 ヽ 音こ_「 、 白「 、 、 一

のことを指した心証と思われますが、繰り返しますが、

この不当な論理により、

また、 (判決書5頁) 「人権侵犯事件の

幽艶圭
拠にこ

全ての違法性を葬っています。

人権侵犯の事実があると認



めるときは、必要な措置を取る」 (人権侵犯事件調査処理2条ほか)と、自ら引用しておきな

がら、二墟瞳迦二に軸遜瞳鑑宝達盛を看過しております。

●反論虚偽や欺岡や詭弁を多用し、抗議も無視し、不当に受付拒否した、と

は言えない旨(判決書6頁)

詳しくは後述の「前橋地方法務局の不当性十の通りです。

開田溺測臨調四囲堅型壁四国国田圃50壁閏捌

いかなる事情が有ろうと、塵聖。
まして、童薗馳旨は、逆鱗発言であり、超虐待です。塑堅固嘩里盛詭)土讃主を嘩)醍醐里唾艦)
主上至当に受鑓巨査垂直型韮鑑)
●反論 原告独自の見解である旨(判決書6頁)

私は理由を示しています 因縁ないし名誉毀損

私を狂人扱いしており、こういう基盤かつ悪童基な表現は、模倣による威力を示唆します。

●反論 包囲網の存在の証拠は無い旨(判決書6頁)

土名車遽旦墓整蛙吐担互踵艶辺逃避迦壇盛詭)

懇意性一覧表の全事件を総合すれば、蓋然性として、実在を認めざるを得ないはずです。

否定するなら、示した数字に其々数字で答えなければ、合理性を示せません。

付言すれば、このような狂気の隠蔽判決こそが、包囲網の何よりの証拠です。

前橋地方法務局の不当性(再掲)

何よりも、当唖曲薩だということです。
私の訴えの要旨は令和2年2月12日付の準備書面(l)の通りですが、以下の通り、そこから

1★
フクダが、三度の塵鎧を用いて、二度受付拒否したこと(堅固)

塵魅軸踵姓(甲2号反訳書)受付拒否理由
P2中「(フクダ)あ、東京の案件はですね、管轄が東京の法務局んなります。 」鞋監護。
P2中「(フクダ)一年以内の侵犯案件なんですよ、うちのほうが調査できるのが。 」

(説明) -年経過を理由に申出を断る時に鵜墟纏韮鶴に喧
二年堅塁という迭蓮堕査条件の説明を漏らすことは有り得ません。



軸鞄艶益盤迫浬彊勧進要(甲4号反訳書)受付拒否理由
P3上「(フクダ)脅迫を受けて.ゲ和,、ろ値∴姑室を宵山註、土工。.

(説明)社会通念上、受付段階で訊くべきことではなく、また、

2★ 4人が、申出を途中で打切ったこと(二度の不当な受鞄

馨譲塞襲撃一輩ら、
3★フクダが、侮辱と威力脅迫と隠蔽を教唆したこと(甲3号反約書)繋輩霊、
4★ 5人とも、虚偽や軽重を重ね、当り前の違法性を無視したこと(欺岡)

豊三豊器嵩
豊、蓋謹選主監輩。
5★

以上から、侵犯性無しなどとは、到底言えません

それなのに、旦亜馳圭ことは、甚だしい事実誤認です。

いずれも予見可能性に塞く結果回避義務違反です

後述の通り、このように、当一曲魅上は、亜内容と壁責に困る、被害の

継続への王壁瞳坦基軸垣であり、当り前に、経劉違反や薗劉連
であり、軸ということです。
以上を総合すれば、 5人は、塵鎧や墓園や蓮丑を多用し、
-」 l、 ..二〇 ゝ

臆
ヽ“、 臆 _ . -

たと言え、 であり、
塩竃適塾し、不当に受全盛巨査し

の行使の妨害であり、

国家公務員法82条)および信

職務上の避鞄避塩であり、犯人隠避罪、脅



包囲網とは、世界中に拡がった、

関連事件は懇意性一覧表、に註述の通りです。

軸国や各事件の祖重囲連性を総合すれば、

の通称であり、概要は被害届2018、

包囲網は私を藍堕監起しており、パスワードから全て筒抜けです。

繚性一覧表の各事件は其々包囲網の実在を示唆しており、更には、一1‾′ l -ふ ふふ._ I ヽ i_ 」 ふ、

であることは明らかです。
いずれも包囲網としての壁盤五里護

(前堤)包囲網は常に、当り前のことを無祝します

つまり、

当り前のこと(予見可能性)とは、
輩華道

①法令、 ②論理則、 ③経験則、 ④蓋然性、などであり、こ‾‾‾〉‾′’}’ 、こンふし山男lヽ」⊥へ ′九(- しαノ ソ ヽ _

嘉諜為護葦驚薄であり、そ
れなのに処理済と言い張るのも鑑堅旦蛙堕であり二同時に、 ①警察法や犯罪捜査規範など
の塑全連星です。

第6・貴所による破棄自判を希望します

第7 附属書類 控訴状副本1通

以上
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